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条
例
の
あ
ら
ま
し

◉
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
一
三
号
）

一

東
京
都
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
に
う
た
わ
れ
る
人
権
尊
重
の
理
念
の
実
現
を
目
指
す
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
東
京
都
条
例
第
八
五
号
）
の
施
行
を
踏
ま
え
、
扶
養
手
当
の

対
象
と
な
る
扶
養
親
族
に
係
る
規
定
を
改
め
る
ほ
か
、
所
要
の
改
正
を
行
い
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
一
一
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
一
四
号
）

一

東
京
都
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
に
う
た
わ
れ
る
人
権
尊
重
の
理
念
の
実
現
を
目
指
す
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
東
京
都
条
例
第
八
五
号
）
の
施
行
を
踏
ま
え
、
旅
費
の
支
給

の
対
象
と
な
る
扶
養
親
族
に
係
る
規
定
を
改
め
る
ほ
か
、
所
要
の
改
正
を
行
い
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
一
一
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
一
五
号
）

一

東
京
都
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
に
う
た
わ
れ
る
人
権
尊
重
の
理
念
の
実
現
を
目
指
す
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
東
京
都
条
例
第
八
五
号
）
の
施
行
を
踏
ま
え
、
職
員
が
死
亡

し
た
場
合
に
退
職
手
当
を
支
給
す
る
遺
族
の
範
囲
に
係
る
規
定
を
改
め
る
ほ
か
、
所
要
の
改
正

を
行
い
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
一
一
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
一
六

号
）

一

東
京
都
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
に
う
た
わ
れ
る
人
権
尊
重
の
理
念
の
実
現
を
目
指
す
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
東
京
都
条
例
第
八
五
号
）
の
施
行
を
踏
ま
え
、
介
護
休
暇
等

の
対
象
と
な
る
要
介
護
者
に
係
る
規
定
を
改
め
る
ほ
か
、
所
要
の
改
正
を
行
い
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
一
一
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
特
別
区
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例

第
一
一
七
号
）

一

特
別
区
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
に
係
る
規
定
を
改
め
る
ほ
か
、
規
定
を
整
備
し
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
市
町
村
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例

第
一
一
八
号
）

一

市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
に
係
る
規
定
を
改
め
る
ほ
か
、
規
定
を
整
備
し
ま
す
。
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条

例

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
十
三
号

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
十
条
第
二
項
第
一
号
中
「
同
じ
。
）
」
の
下
に
「
又
は
東
京
都
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
に
う
た
わ
れ

る
人
権
尊
重
の
理
念
の
実
現
を
目
指
す
条
例
（
平
成
三
十
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三
号
）
第
七
条
の
二

第
二
項
の
証
明
若
し
く
は
同
条
第
一
項
の
東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
と
同
等
の
制
度
で
あ

る
と
知
事
が
認
め
た
地
方
公
共
団
体
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
制
度
に
よ
る
証
明
を
受
け
た
パ

ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
で
あ
つ
て
、
同
居
し
、
か
つ
、
生
計
を
一
に
し
て
い
る
も
の
（
以
下

単
に
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
第
一
号
中
「
配

偶
者
」
の
下
に
「
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
」
を
加
え
る
。

第
十
一
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
配
偶
者
」
の
下
に
「
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の

相
手
方
」
を
加
え
る
。

第
十
一
条
の
三
第
一
項
第
二
号
中
「
（
配
偶
者
の
」
を
「
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方

（
配
偶
者
及
び
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
い
ず
れ
も
」
に
改
め
、
「
、
配
偶
者
」
の
下
に

「
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
」
を
加
え
る
。

第
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
配
偶
者
」
の
下
に
「
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相

手
方
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
十
四
号

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
七
号
中
「
同
じ
。
）
」
の
下
に
「
又
は
東
京
都
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
に
う
た
わ
れ

る
人
権
尊
重
の
理
念
の
実
現
を
目
指
す
条
例
（
平
成
三
十
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三
号
）
第
七
条
の
二

第
二
項
の
証
明
若
し
く
は
同
条
第
一
項
の
東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
と
同
等
の
制
度
で
あ

る
と
知
事
が
認
め
た
地
方
公
共
団
体
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
制
度
に
よ
る
証
明
を
受
け
た
パ

ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
で
あ
つ
て
、
同
居
し
、
か
つ
、
生
計
を
一
に
し
て
い
る
も
の
（
以
下

単
に
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
配
偶
者
及
び
」
を
「
配
偶

者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
及
び
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
配
偶
者
」
の
下
に

「
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
」
を
加
え
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
そ
の
配
偶
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
」
を

加
え
、
同
項
第
七
号
中
「
配
偶
者
」
の
下
に
「
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
」
を
加
え
、

同
項
第
八
号
中
「
配
偶
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
」
を
加
え
る
。

第
四
十
条
第
三
項
中
「
配
偶
者
」
の
下
に
「
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
十
五
号

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。
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。

第
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
含
む
。
）
」
の
下
に
「
又
は
職
員
の
死
亡
の
当
時
に
お
い
て
、
東
京
都

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
に
う
た
わ
れ
る
人
権
尊
重
の
理
念
の
実
現
を
目
指
す
条
例
（
平
成
三
十
年
東
京
都

条
例
第
九
十
三
号
）
第
七
条
の
二
第
二
項
の
証
明
若
し
く
は
同
条
第
一
項
の
東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
宣
誓
制
度
と
同
等
の
制
度
で
あ
る
と
知
事
が
認
め
た
地
方
公
共
団
体
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す

る
制
度
に
よ
る
証
明
を
受
け
た
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
で
あ
つ
て
、
同
居
し
、
か
つ
、
生

計
を
一
に
し
て
い
る
も
の
（
以
下
単
に
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ

た
者
」
を
加
え
る
。

第
十
三
条
第
八
項
第
二
号
中
「
含
む
。
）
」
の
下
に
「
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
」

を
加
え
、
同
項
第
五
号
中
「
同
条
第
二
項
」
の
下
に
「
（
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
の
あ
る

職
員
に
対
す
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
親
族
」
と
あ
る
の
は
、
「
親
族
又
は
パ

ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
」
と
す
る
。
）
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
十
一
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
第
十
三
条
第
八
項
の
規
定
は
、
施

行
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
同
項
の
退
職
手
当
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
支
給

す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
同
項
の
退
職
手
当
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
月
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
十
六
号

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
東
京
都
条
例
第
十
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
の
二
第
一
項
中
「
同
じ
。
）
」
の
下
に
「
又
は
東
京
都
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
に
う
た
わ
れ
る

人
権
尊
重
の
理
念
の
実
現
を
目
指
す
条
例
（
平
成
三
十
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三
号
）
第
七
条
の
二
第

二
項
の
証
明
若
し
く
は
同
条
第
一
項
の
東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
と
同
等
の
制
度
で
あ
る

と
知
事
が
認
め
た
地
方
公
共
団
体
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
制
度
に
よ
る
証
明
を
受
け
た
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
で
あ
っ
て
、
同
居
し
、
か
つ
、
生
計
を
一
に
し
て
い
る
も
の
（
以
下
単

に
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
、
配
偶
者
」

の
下
に
「
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
」
を
、
「
同
じ
。
）
」
の
下
に
「
又
は
東
京

都
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
に
う
た
わ
れ
る
人
権
尊
重
の
理
念
の
実
現
を
目
指
す
条
例
（
平
成
三
十
年
東
京

都
条
例
第
九
十
三
号
）
第
七
条
の
二
第
二
項
の
証
明
若
し
く
は
同
条
第
一
項
の
東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ

ッ
プ
宣
誓
制
度
と
同
等
の
制
度
で
あ
る
と
知
事
が
認
め
た
地
方
公
共
団
体
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関

す
る
制
度
に
よ
る
証
明
を
受
け
た
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
で
あ
っ
て
、
同
居
し
、
か
つ
、

生
計
を
一
に
し
て
い
る
も
の
（
以
下
単
に
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
」
と
い
う
。
）
」
を

加
え
る
。

第
十
条
の
二
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
（
当
該
職
員

の
配
偶
者
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
東
京
都
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
を
除

く
。
）
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

特
別
区
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す

る
。

令
和
四
年
十
月
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
十
七
号

特
別
区
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

特
別
区
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
東
京
都
条
例
第
百
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
二
十
二
の
項
イ
⑴
中
「
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
」
を
「
第
十
七
条
第
一
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項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
に
、
「
第
三
号
ま
で
」
を
「
第
四
号
ま
で
」
に
、
「
第
十
七
条
の
三
第

一
号
及
び
第
二
号
」
を
「
第
十
七
条
の
三
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
表
六
十
一
の
三
の

項
ハ
中
「
第
十
条
第
二
項
」
を
「
第
十
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

市
町
村
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す

る
。

令
和
四
年
十
月
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
十
八
号

市
町
村
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

市
町
村
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
東
京
都
条
例
第
百
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
十
五
の
項
イ
中
「
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
に
、
「
第
三
号
ま
で
」
を
「
第
四
号
ま
で
」
に
、
「
第
十
七
条
の
三
第
一
号

及
び
第
二
号
」
を
「
第
十
七
条
の
三
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
表
二
十
九
の
六
の
十
九

の
項
ハ
中
「
第
十
条
第
二
項
」
を
「
第
十
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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